
DX Suite（クラウド版）利用約款 新旧対照表 

旧 新 

第５条 （本サービスに関する権利） 

（略） 

４．【レイズ】は、次の各号に掲げる情報については、取り扱わな

いものとし、前項にかかわらず、当該対象⽂書及びその OCR によ

る読取結果について、同項にいう「活用」は⾏われません。 

① Intelligent OCR に⼊⼒されない対象⽂書及びこれにかかる成果

物 

② ⾮定型帳票のうち「給与⽀払報告書」を選択して⼊⼒された対象

⽂書及びこれにかかる成果物 

③ 本サービスの画⾯上で、学習を許可しない旨指定された対象⽂書

及びこれにかかる成果物 

 

５．【レイズ】は、本サービスの利用状況に関するデータ（対象⽂

書、成果物を除きます。）を次各号に掲げる⽬的のために用いるこ

とがあります。利用状況に関するデータとは、例えば、ログイン⽇

時などのアクセス情報、組織設定情報、利用している AI モデルの

種類、帳票設定などの設定情報を含みます。 

① ユーザインターフェース及びユーザエクスペリエンスを改善する

ため 

② 読取速度などのパフォーマンスを改善するため 

③ 上記各号のほか、本サービスの提供・維持・向上・新サービスの

開発のため 

第５条 （本サービスに関する権利） 

（略） 

４．【レイズ】は、次の各号に掲げる情報については、取り扱わな

いものとし、前項にかかわらず、当該対象⽂書及びその OCR によ

る読取結果について、同項にいう「活用」は⾏われません。  

①Intelligent OCR に⼊⼒されない対象⽂書及びこれにかかる成果

物  

②【レイズ】が定めた「学習機能に関する注意事項」において学

習に活用されない旨明示された類型の⾮定型帳票を選択して⼊⼒

された対象⽂書及びこれにかかる成果物  

③本サービスの画⾯上で、学習を許可しない旨指定された対象⽂

書及びこれにかかる成果物 

５．【レイズ】は、本サービスの利用状況に関するデータ（対象⽂

書、成果物を除きます。）を次の各号に掲げる⽬的のために用いる

こと（当該⽬的のために、特定の個人を識別できないよう加工

し、統計情報を作成することを含みます。）があります。利用状況

に関するデータとは、例えば、ログイン⽇時などのアクセス情

報、組織設定情報、利用している AI モデルの種類、帳票設定など

の設定情報を含みます。なお、個人情報に該当しない情報（本項

に基づき作成された統計情報を含みます。）については、マーケテ

ィング活動、その他お客様に対する活用提案等の営業活動、新サ

ービスの開発等にも用いることがあります。 



④ 各ユーザに最適なサポートをご提供するため 

⑤ マーケティング活動、その他お客様に対する活用提案等の営業活

動のため 

① ユーザインターフェース及びユーザエクスペリエンスを改善す

るため 

② 読取速度などのパフォーマンスを改善するため 

③ 上記各号のほか、本サービスの提供・維持・向上のため 

④ 最適なサポートをご提供するため（【利用者】が特約店に本サー

ビスの申込みを⾏いこの申込みに基づき本サービスを利用する場

合、サポート提供のために特約店にデータを提供することを含み

ます。） 

第１３条 （変更） 

１．【レイズ】は、本約款⼜は本サービスの利用料⾦を変更するこ

とがあります。変更内容が【利用者】にとって不利益でないと認め

られる場合（利用者⼀般にとって有利な変更である場合、新機能や

新サービスの追加である場合、変更の通知時において対象となる個

別の機能やサービスを利用していない場合、変更される利用料⾦が

【利用者】に適用されていない場合、変更内容の【利用者】への適

用がない場合を含みます。以下、本条において同じ。）を除き、【利

用者】は、【レイズ】の⾏った変更の通知後 1 か⽉以内に、【レイ

ズ】に対して解除の通知を⾏うことにより、【レイズ】が通知した

変更の適用開始⽇の前⽇と解除の通知の⽇のうちいずれか遅い⽇を

もって本契約を解除することができます。当該期間内に解除の通知

がない場合（変更内容が【利用者】にとって不利益でないと認めら

れる場合を含みます。）、【レイズ】が通知した適用開始⽇に、本約

款⼜は本サービスの利用料⾦の変更の効⼒が⽣ずるものとします。 

 

第１３条 （変更）  

１．【レイズ】は、本約款（「学習機能に関する注意事項」のうち

本約款が参照している内容を含みます。）⼜は本サービスの利用料

⾦を変更することがあります。変更内容が【利用者】にとって不

利益でないと認められる場合（利用者⼀般にとって有利な変更で

ある場合、新機能や新サービスの追加である場合、変更の通知時

において対象となる個別サービスを利用していない場合、変更さ

れる利用料⾦が【利用者】に適用されていない場合、変更内容の

【利用者】への適用がない場合を含みます。以下、本条において

同じ。）を除き、【利用者】は、【AI inside】の⾏った変更の通知後

1 か⽉以内に、【AI inside】に対して解除の通知を⾏うことによ

り、【AI inside】が通知した変更の適用開始⽇の前⽇と解除の通知

の⽇のうちいずれか遅い⽇をもって本契約を解除することができ

ます。当該期間内に解除の通知がない場合（変更内容が【利用

者】にとって不利益でないと認められる場合を含みます。）、【レイ

ズ】が通知した適用開始⽇に、本約款⼜は本サービスの利用料⾦



 

（略） 

の変更の効⼒が⽣ずるものとします。 

（略） 

改訂履歴 

2018 年 9 ⽉ 28 ⽇改定 2018 年 11 ⽉ 1 ⽇適用開始 

2018 年 12 ⽉ 28 ⽇改定 2019 年 2 ⽉ 8 ⽇適用開始 

2019 年４⽉ 26 ⽇改定 2019 年 6 ⽉ 1 ⽇適用開始 

2019 年 5 ⽉ 27 ⽇改定 2019 年 6 ⽉ 28 ⽇適用開始 

2019 年 8 ⽉ 30 ⽇改定 2019 年 10 ⽉ 1 ⽇適用開始 

（「DX Suite クラウド利用約款」からの約款名の変更を含みます。） 

2020 年 2 ⽉ 25 ⽇改定 2020 年４⽉ 1 ⽇適用開始 

（適用開始⽇前に有効期間が開始した本契約の有効期間について

は、従前のとおりとします。） 

2020 年 4 ⽉ 20 ⽇改定 2020 年 6 ⽉ 1 ⽇適用開始 

（旧「AI-OCR Success Program」は、Success Program for DX 

Suite とみなします。) 

2020 年 8 ⽉ 26 ⽇改定 2020 年 11 ⽉ 1 ⽇適用開始 

2021 年 2 ⽉ 25 ⽇改定 2021 年 5 ⽉ 1 ⽇適用開始 

2021 年 8 ⽉ 30 ⽇改定 2021 年 11 ⽉ 1 ⽇適用開始 

2022 年 7 ⽉ 1 ⽇改定 2022 年 7 ⽉ 1 ⽇適用開始 

（第 6 条第 1 項及び第 22 条第 1 項の変更にかかわらず、適用開始

⽇前に有効期間が開始した本契約、及び、適用開始⽇の前⽇以前の

⽇を申込書上「利用開始希望⽇」とした本契約の有効期間について

は、従前のとおりとします。） 

2022 年 7 ⽉ 1 ⽇改定 2022 年 8 ⽉ 1 ⽇適用開始 

改訂履歴 

2018 年 9 ⽉ 28 ⽇改定 2018 年 11 ⽉ 1 ⽇適用開始  

2018 年 12 ⽉ 28 ⽇改定 2019 年 2 ⽉ 8 ⽇適用開始 

 2019 年４⽉ 26 ⽇改定 2019 年 6 ⽉ 1 ⽇適用開始  

2019 年 5 ⽉ 27 ⽇改定 2019 年 6 ⽉ 28 ⽇適用開始  

2019 年 8 ⽉ 30 ⽇改定 2019 年 10 ⽉ 1 ⽇適用開始  

（「DX Suite クラウド利用約款」からの約款名の変更を含みま

す。）  

2020 年 2 ⽉ 25 ⽇改定 2020 年４⽉ 1 ⽇適用開始  

（適用開始⽇前に有効期間が開始した本契約の有効期間について

は、従前のとおりとします。）  

2020 年 4 ⽉ 20 ⽇改定 2020 年 6 ⽉ 1 ⽇適用開始  

(旧「AI-OCR Success Program」は、Success Program for DX Suite 

とみなします。)  

2020 年 8 ⽉ 26 ⽇改定 2020 年 11 ⽉ 1 ⽇適用開始 

 2021 年 2 ⽉ 25 ⽇改定 2021 年 5 ⽉ 1 ⽇適用開始  

2021 年 8 ⽉ 30 ⽇改定 2021 年 11 ⽉ 1 ⽇適用開始  

2022 年 7 ⽉ 1 ⽇改定 2022 年 7 ⽉ 1 ⽇適用開始  

（第 6 条第 1 項及び第 22 条第 1 項の変更にかかわらず、適用開始

⽇前に有効期間が開始した本契約、及び、適用開始⽇の前⽇以前

の⽇を申込書上「利用開始希望⽇」とした本契約の有効期間につ

いては、従前のとおりとします。）  



2022 年 8 ⽉ 3⽇改定 2022 年 10 ⽉ 4 ⽇適用開始 2022 年 7 ⽉ 1 ⽇改定 2022 年 8 ⽉ 1 ⽇適用開始 

2022 年 8 ⽉ 3⽇改定 2022 年 10 ⽉ 4 ⽇適用開始 

2023 年 8 ⽉ 1 ⽇改訂 2023 年 8 ⽉ 1 ⽇適用開始 

以上 

 


